
生活保護受給者及び生活困窮者等に対する就労準備支援事業の開始について 

２０２２年１０月１日から生活困窮者自立支援法に基づく「町田市生活保護受給者及び

生活困窮者等に対する就労準備支援事業（以下、「本事業」という）」を開始します。 

１ 目的・対象者 

本事業は「基本的な生活習慣に課題がある」「社会との関わりに不安がある」「意欲があ

るものの就労に結びついていない」といった就労や自立が困難な、生活保護受給者及び生

活困窮者、将来的に生活が困難となる恐れのある者に対して、本事業による継続的かつ一

貫した支援を適切に実施することにより、一般就労が可能な状態とすることを目的として

実施します。 

２ 支援内容 

 本事業は事業経験を有する事業者へ業務を委託し、支援を実施します。受託した事業者

は、支援及びその他業務を遂行するための事業所を設置します。この事業所では相談支援

に加えてセミナーや軽作業、ボランティア活動等を通じて以下の（１）から（３）の支援

を段階的に実施します。また、事業利用者の状況により訪問支援を行います。 

（１）[日常生活自立支援] 生活習慣や生活環境、健康を改善するための支援 

（２）[社会生活自立支援] 自尊感情や自己肯定感を取り戻し、孤立しがちな対象者の 

社会との関わりをつなぎ直すための支援 

（３）[就 労 自 立 支 援] 一般就労に向けた基礎的技法や知識を習得し、体験する支援 

３ 受託者 

受 託 者 名：特定非営利活動法人インクルージョンセンター東京オレンヂ 

（本事業の複数の受託実績を有するＮＰＯ法人） 

業務実施期間：２０２２年１０月１日～２０２３年９月３０日 

４ 町田市地域ホッとプランにおける位置付け 

 本事業は市の「町田市地域ホッとプラン」において、生活困窮者や生活保護受給者、将

来的に生活が困窮となる恐れのある方に対する「社会とのつながりに向けた支援」として

位置付けており、分野横断的に様々な支援関係機関等と連携しながら支援を行います。 

２０２２年９月９日・１２日 
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受託業者参考資料 

2
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事務所は町田駅や市役所からアクセスの良い場所に設置 

3



受託業者参考資料 

4



 

受託業者参考資料 

5



受託業者参考資料 

6


	地域福祉部_行政報告資料_生活保護受給者及び生活困窮者等に対する就労準備支援事業の開始について
	【行政報告】補足資料



